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1　即時強制とは
　今回は「即時強制」をテーマにします。直
接強制と同様にいささか強

こわ

面
もて

の名前が付いて
いる言葉です。
　即時強制とは、「行政法上の義務の存在を前
提としないで、行政機関が直ちに相手方の身
体又は財産に実力を加えて、必要とされる状
態を実現する作用をいう」と一般には説明さ
れています。放置された物品について、その
所有者に当該物品を撤去することを命じるこ
となく行政機関がその撤去を行うことは、即
時強制の一例ということができるでしょう。
なお、「即時強制」ではなく、「即時執行」と
いう名称が用いられることもありますが（塩
野宏『行政法Ⅰ』（第六版）277頁）、ここでは
即時強制という言葉を使うこととします。
　日本国憲法の施行に伴う戦後の行政強制に
関する改革において、行政執行法が廃止され
るとともに、制度の大幅な改革が行われたこ
とについては、前回お話をしたところです。
いろいろな問題が指摘されていた直接強制に
ついては、整理の結果、現在ではごくわずか
な実例しか存在しない状態となっています。
立法の実務においては、直接強制の利用を避
けるということが続いてきたということがで
きるでしょう。
　しかし、市民生活の安全を守り、社会経済
活動が円滑に行われるようにするためには、
行政機関が一定の実力を行使することにより、
法が予定するあるべき状態が実現されること
が必要な場合があります。このため、本来は
直接強制という形で制度設計をするべきでは
ないかと思われる場合でありながら、即時強

制という形で行政機関が実力を行使する制度
が設けられているのではないかと考えられる
立法例が存在しています。
　即時強制に関しては、人権の保障の見地か
ら手続の適正化を図る必要があるのではない
か、義務の賦課がなされないため事前の救済
をどうするのか、などといった問題が指摘さ
れているところですが、前回取り上げた直接
強制の見直し・活用という問題と関連して検
討されるべき論点が多々あると思われます。

2　地方公共団体と即時強制
　地方公共団体と即時強制の関係を考えると、
特に条例との関係からは、次のようなことが
指摘できます。
　即時強制の定義から明らかなように、即時
強制が行われる際には相手方には義務が課さ
れていません。つまり、即時強制は、義務の
履行を確保するために行われるものではあり
ません。行政代執行法第１条は「行政上の義
務の履行確保に関しては、別に法律で定める
ものを除いては、この法律の定めるところに
よる」と規定しており、行政上の義務の履行
確保手段を地方公共団体が独自条例で定める
ことは認められていません。しかし、即時強
制は「義務の履行確保」の手段ではないため、
この制限の対象外となります。したがって、
地方公共団体は、即時強制であれば、独自条
例で設けることができるわけです。
　条例で即時強制を活用することにより、い
ろいろなことができるはずです。しかし、現
行の法制度の下では、地方公共団体による即
時強制の活用に関しては、次のような問題が
存在しています。
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　まず、撤去した物品など、即時強制を実施
する過程において行政機関の管理下に入って
くることが想定される物品や工作物などをど
うするのかという問題があります。行政機関
がこれらの物品等を保管する根拠は存在する
のか、保管をするにしても、いつまで保管を
続けなければならないのか、権原を有する者
に引渡しができない場合にはどうするのか、
などといった問題が存在しています。また、
これらに要する費用について、所有者等に負
担をさせることができるのかという問題も存
在しています。
　侵害留保の原則から、即時強制には法令の
根拠が必要です。国が法律で即時強制の制度
を設ける際には、そのための法改正の中で、
先ほど挙げた問題について必要な立法上の手
当を行うことが可能です。しかし、地方公共
団体が独自条例で即時強制の制度を設ける際
には、そのような対応ができません。このため、
地方公共団体がいろいろな分野で即時強制を
活用しようとしても、なかなか踏み切ること
ができないという状況が生じているのではな
いかと思われます。
　実は、この問題を解決するヒントになる制
度があります。自転車の安全利用の促進及び
自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法
律（以下「自転車法」とします。）第６条の規
定です。同条では、次のようなことが定めら
れています。

（ⅰ）市町村は、条例で定めることにより、放
置自転車を撤去することができる。撤去し
た場合には、市町村はそれを保管しなけれ
ばならない。

（ⅱ）相当の期間が経過しても保管している自
転車を返還することができない場合で、保
管に不相当な費用を要するときは、条例で
定めるところにより、その自転車を売却し
て、その売却代金を保管することができる。
自転車の買受人がいない場合等には、市町
村長は廃棄等の処分をすることができる。

（ⅲ）保管を始めてから６月が経過すると、そ
の自転車の所有権は市町村に帰属する。

（ⅳ）放置自転車の撤去、保管、売却等に要し

た費用は、自転車の利用者の負担とするこ
とができる。

　自転車法第６条には、独自条例で即時強制
を採用しようとする地方公共団体が直面する
可能性のある課題について、参考となる処方
箋が示されているといえます。同条の規定を
一般化して、地方公共団体が独自条例で即時
強制の制度を定める場合に、この（ⅰ）～（ⅳ）
のような措置を条例で定めることができるよ
うにしてはどうでしょうか。地方自治法にそ
のような規定を設けることは、検討に値する
ことではないかと思います。法律で設けられ
る制度については、法律で手当が行われます。
条例で設けられる制度についても、条例で必
要な手当ができるようにすることが必要では
ないでしょうか。
　なお、行政代執行法についても、代執行の
過程で行政機関の管理下に入った物品等の管
理を巡って、同じような問題が存在していま
す。この問題を含めて、行政代執行法に関し
ては様々な問題があることが指摘されている
ところであり、その見直しも、また、急務と
考えられるところです。
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